
図書館資料 

貸出対象者の変更について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年４月１日（土）～ 
 

斑鳩町立図書館、斑鳩町中央・東・西公民館図書室では、 

図書・雑誌などの資料の貸出ができる対象者を変更する 

こととなりました。 

斑鳩町に在住・在学・在勤の方のみとなります。 

 

●貸出対象に該当しない方は 

資料の貸出 

図書館利用カードの発行  ができません。  

※すでに図書館利用カードをお持ちの方につきましても、 

令和５年４月１日以降は使用できません。 

●斑鳩町立図書館の資料の貸出を希望される方は、お住まい 

の地域の図書館を通じて「相互貸借サービス」をご利用くだ 

さい。 

※図書館内での閲覧、AVブース、パソコン利用は可能です 
 

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

お問合せ 斑鳩町立図書館（0745-75-7733） 


